
内容 回答

1

よかパパ育児・料理セミナーの

開催場所について

県内15圏域について具体的に教えてください。 県内15圏域について、以下のとおりになります。

①北九州圏域（北九州市）

②遠賀・中間圏域（中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町）

③京築圏域（行橋市、豊前市、苅田町、みやこ町、吉富町、上毛町、築上町）

④福岡市圏域（福岡市）

⑤筑紫圏域（筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市）

⑥糟屋中南部圏域（宇美町、篠栗町、志免町、須恵町、久山町、粕屋町）

⑦宗像・糟屋北部圏域（宗像市、古賀市、福津市、新宮町）

⑧糸島圏域（糸島市）

⑨朝倉圏域（朝倉市、筑前町、東峰村）

⑩八女・筑後圏域（八女市、筑後市、広川町）

⑪久留米圏域（久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町、大木町）

⑫有明圏域（大牟田市、柳川市、みやま市）

⑬直方・鞍手圏域（直方市、宮若市、小竹町、鞍手町）

⑭飯塚・嘉穂圏域（飯塚市、嘉麻市、桂川町）

⑮田川圏域（田川市、香春町、添田町、糸田町、川崎町、大任町、赤村、福智町）

また、15圏域の図は別添のとおりです。

2
広報用チラシの作成・配布周知

等について

「周知方法には、よかパパ育休助成金を受けた企業を含む子育て応援宣言企業に対する電

子メールや県ＳＮＳ（LINE、X、Instagram）を活用した周知方法を含めること」とあり

ますが、企業へ周知のためのメール連絡先等は提供いただけるのでしょうか。また、SNS

は県のの既存のものに掲載するための素材を作成するという認識でしょうか。

県が行う企業に対する周知については、企業に対するメールや県SNSの発信等を県のそれ

ぞれの担当課で行っています。そのため、掲載するための素材（原稿等）を作成していた

だくようお願いいたします。よって、メール連絡先等の提供はいたしません。

3 審査項目について 審査基準があれば教えてください。
実施要領のとおり、企画提案書の内容を総合的に審査し、最も優秀な提案を行った1事業者を選定

することから、具体的な審査基準については、お答えできません。

質問事項

「よかパパ料理・育児セミナー」開催事業の企画提案公募に係る質問への回答


